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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電極と、第２の電極と、前記第１の電極と前記第２の電極との間に位置するマイ
クロカプセルと、前記第１の電極及び第２の電極のうちの少なくとも一方と前記マイクロ
カプセルとの間に位置する結合材と、を有し、
　前記マイクロカプセルが電気泳動分散液を含み、前記電気泳動分散液が複数の第１の電
気泳動粒子を含み、前記第１の電気泳動粒子が二酸化チタン（ＴｉＯ2 ）を含み、前記第
１の電気泳動粒子が前記第１の電極及び前記第２の電極を介して電圧を印加することによ
り泳動するものであり、
　前記結合材が、アクリル系樹脂とシリコーン系樹脂とを含むことを特徴とする電気泳動
装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気泳動装置において、
　前記電気泳動分散液が第２の電気泳動粒子を含み、前記第２の電気泳動粒子が帯電した
粒子であり、前記第１の電気泳動粒子が負に帯電した粒子であることを特徴とする電気泳
動装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電気泳動装置において、
　前記電気泳動分散液が複数の第２の電気泳動粒子を含み、前記第２の電気泳動粒子がア
クリル系樹脂からなる着色された粒子を含むことを特徴とする電気泳動装置。



(2) JP 4337439 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の電気泳動装置において、
　前記アクリル系樹脂は、前記第１の電極及び前記第２の電極のうち少なくとも一方に対
して、前記シリコーン樹脂よりも近接して配置されていることを特徴とする電気泳動装置
。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の電気泳動装置において、
　前記結合材は、重量比が１：１であるシリコーン系樹脂とアクリル系樹脂との混合物か
らなることを特徴とする電気泳動装置。
【請求項６】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の電気泳動装置において、
　前記結合材は、シリコーン系樹脂とアクリル系樹脂の混合物からなり、前記混合物は、
重量比で、シリコーン系樹脂の含有量がアクリル系樹脂の含有量より少ないことを特徴と
する電気泳動装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の電気泳動装置において、
　前記マイクロカプセルがカプセル膜を有し、前記カプセル膜がゼラチンとアラビアゴム
を含むことを特徴とする電気泳動装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の電気泳動装置と、前記第１の電極及び前記第２の
電極への電圧の印加を制御する駆動回路と、を含むことを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　請求項８に記載の電子機器において、
　前記駆動回路が、第１の電圧源と、第２の電圧源と、前記第１の電圧源と前記第２の電
圧源とのいずれかを選択するスイッチと、を含み、
　前記第１の電圧源が、前記第１の電気泳動粒子を前記第１の電極側から前記第２の電極
側へ移動するよう前記第１の電極及び前記第２の電極への電圧の印加を制御するものであ
り、
　前記第２の電圧源が、前記第１の電気泳動粒子を前記第２の電極側から前記第１の電極
側へ移動するよう前記第１の電極及び前記第２の電極への電圧の印加を制御するものであ
ることを特徴とする電子機器。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電子機器において、
　前記駆動回路が前記電気泳動装置の表示内容の消去を制御するものであることを特徴と
する電子機器。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載の電子機器において、
　前記スイッチが前記第１の電圧源と前記第２の電圧源のいずれも選択しないことにより
、前記電気泳動装置の表示内容を保持するものであることを特徴とする電子機器。
【請求項１２】
　請求項９～１１のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記複数の第１の電気泳動粒子が前記第１の電極側から前記第２の電極側に移動した後
、前記スイッチが前記第２の電圧源を選択することにより、前記複数の第１の電気泳動粒
子が前記第１の電極側へ移動するものであることを特徴とする電子機器。
【請求項１３】
　第１の電極と、第２の電極と、前記第１の電極と前記第２の電極との間に位置するマイ
クロカプセルと、前記第１の電極及び第２の電極のうちの少なくとも一方と前記マイクロ
カプセルとの間に位置する結合材と、を有し、
　前記マイクロカプセルが電気泳動分散液を含み、前記電気泳動分散液が複数の第１の電
気泳動粒子を含み、前記第１の電気泳動粒子が二酸化チタン（ＴｉＯ2 ）を含み、前記第
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１の電気泳動粒子が前記第１の電極及び前記第２の電極を介して電圧を印加することによ
り泳動するものであり、
　前記結合材が、アクリル系樹脂とシリコーン系樹脂とを含む電気泳動装置の駆動回路で
あって、
　第１の電圧源と、第２の電圧源と、前記第１の電圧源と前記第２の電圧源とのいずれか
を選択するスイッチと、を含み、
　前記第１の電圧源が、前記第１の電気泳動粒子を前記第１の電極側から前記第２の電極
側へ移動するよう前記第１の電極及び前記第２の電極への電圧の印加を制御するものであ
り、
　前記第２の電圧源が、前記第１の電気泳動粒子を前記第２の電極側から前記第１の電極
側へ移動するよう前記第１の電極及び前記第２の電極への電圧の印加を制御するものであ
ることを特徴とする駆動回路。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の駆動回路において、
　前記スイッチが前記電気泳動装置の表示内容の消去を制御するものであることを特徴と
する駆動回路。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の駆動回路において、
　前記スイッチが前記第１の電圧源と前記第２の電圧源のいずれも選択しないことにより
、前記電気泳動装置の表示内容を保持するものであることを特徴とする駆動回路。
【請求項１６】
　請求項１３～１５のいずれか一項に記載の駆動回路において、
　前記複数の第１の電気泳動粒子が前記第１の電極側から前記第２の電極側に移動した後
、前記スイッチが前記第２の電圧源を選択することにより、前記複数の第１の電気泳動粒
子が前記第１の電極側へ移動するものであることを特徴とする駆動回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電気泳動装置およびこれを備えた電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
非発光型の表示デバイスとして、電気泳動現象を利用した電気泳動表示装置が知られてい
る。電気泳動現象とは、液相分散媒中に微粒子を分散させた分散液に電界を印加したとき
に、分散によって自然に帯電した粒子（電気泳動粒子）がクーロン力により泳動する現象
である。
【０００３】
電気泳動表示装置の基本的な構造では、一方の電極と他方の電極とを所定の間隔で対向さ
せ、その間に前記分散液（電気泳動分散液）を封入している。また、少なくとも一方の電
極を透明にして、この透明電極側を観察面としている。この両電極間に電位差を与えると
、電気泳動粒子が電界の方向によってどちらか一方の電極に引きつけられる。
【０００４】
そのため、この構造で、分散媒を染料で染色するとともに電気泳動粒子を顔料粒子で構成
すれば、透明な観察面から、電界の方向に応じて電気泳動粒子の色または染料の色が見え
る。したがって、電極を各画素に対応させたパターンで形成して、各画素電極に印加する
電圧を制御することにより、画像を表示することができる。
【０００５】
このような電気泳動表示装置は、構成の簡便さ、広視野角、低消費電力、並びに表示画像
保持性能（以下、「メモリー性」と称する。）等の利点により、新しいディスプレィに好
適な電気光学装置として注目されている。
電気泳動表示装置の一例として、マイクロカプセル型電気泳動表示装置が知られている（
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例えば、下記の特許文献１参照）。この装置では、一対の電極間に、電気泳動分散液を内
包する複数のマイクロカプセルが配置されている。この装置において、マイクロカプセル
のカプセル膜は、例えば、ゼラチンとアラビアゴムとの混合物からなる。そして、このマ
イクロカプセルは、シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、またはウレタン系樹脂等からな
る結合材により、電極間に固定されている。
【０００６】
【特許文献１】
特開平１－８６１１６号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来の電気泳動表示装置には、メモリー性と消去性との両立という点で
改善の余地がある。すなわち、電圧を印加して画像を表示した後に電圧の印加を止めると
、短時間で表示内容が消える。一方、メモリー性を向上させると焼き付き等の現象により
消去が容易ではなくなり、表示の書き換えが困難となる。
【０００８】
　本発明は、このような従来技術の課題を解決するためになされたものであり、メモリー
性が良好でしかも消去性にも優れた電気泳動表示装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明の電気泳動装置は、第１の電極と、第２の電極と、
前記第１の電極と前記第２の電極との間に位置するマイクロカプセルと、前記第１の電極
及び第２の電極のうちの少なくとも一方と前記マイクロカプセルとの間に位置する結合材
と、を有し、前記マイクロカプセルが電気泳動分散液を含み、前記電気泳動分散液が複数
の第１の電気泳動粒子を含み、前記第１の電気泳動粒子が二酸化チタン（ＴｉＯ2 ）を含
み、前記第１の電気泳動粒子が前記第１の電極及び前記第２の電極を介して電圧を印加す
ることにより泳動するものであり、前記結合材が、アクリル系樹脂とシリコーン系樹脂と
を含むことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の一態様に係る電気泳動装置は、前記電気泳動分散液が第２の電気泳動粒子を含
み、前記第２の電気泳動粒子が帯電した粒子であり、前記第１の電気泳動粒子が負に帯電
した粒子であることを特徴とする。
　本発明の一態様に係る電気泳動装置は、前記電気泳動分散液が複数の第２の電気泳動粒
子を含み、前記第２の電気泳動粒子がアクリル系樹脂からなる着色された粒子を含むこと
を特徴とする。
【００１１】
　本発明の一態様に係る電気泳動装置は、前記アクリル系樹脂は、前記第１の電極及び前
記第２の電極のうち少なくとも一方に対して、前記シリコーン樹脂よりも近接して配置さ
れていることを特徴とする。
　本発明の一態様に係る電気泳動装置は、前記結合材は、重量比が１：１であるシリコー
ン系樹脂とアクリル系樹脂との混合物からなることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の一態様に係る電気泳動装置は、前記結合材は、シリコーン系樹脂とアクリル系
樹脂の混合物からなり、前記混合物は、重量比で、シリコーン系樹脂の含有量がアクリル
系樹脂の含有量より少ないことを特徴とする。
　本発明の一態様に係る電気泳動装置は、前記マイクロカプセルがカプセル膜を有し、前
記カプセル膜がゼラチンとアラビアゴムを含むことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の一態様に係る電子機器は、本発明の電気泳動装置と、前記第１の電極及び前記
第２の電極への電圧の印加を制御する駆動回路と、を含むことを特徴とする。
　本発明の一態様に係る電子機器は、前記駆動回路が、第１の電圧源と、第２の電圧源と
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、前記第１の電圧源と前記第２の電圧源とのいずれかを選択するスイッチと、を含み、前
記第１の電圧源が、前記第１の電気泳動粒子を前記第１の電極側から前記第２の電極側へ
移動するよう前記第１の電極及び前記第２の電極への電圧の印加を制御するものであり、
前記第２の電圧源が、前記第１の電気泳動粒子を前記第２の電極側から前記第１の電極側
へ移動するよう前記第１の電極及び前記第２の電極への電圧の印加を制御するものである
ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の一態様に係る電子機器は、前記駆動回路が前記電気泳動装置の表示内容の消去
を制御するものであることを特徴とする。
　本発明の一態様に係る電子機器は、前記スイッチが前記第１の電圧源と前記第２の電圧
源のいずれも選択しないことにより、前記電気泳動装置の表示内容を保持するものである
ことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の一態様に係る電子機器は、前記複数の第１の電気泳動粒子が前記第１の電極側
から前記第２の電極側に移動した後、前記スイッチが前記第２の電圧源を選択することに
より、前記複数の第１の電気泳動粒子が前記第１の電極側へ移動するものであることを特
徴とする。
【００１６】
　本発明の一態様に係る駆動回路は、第１の電極と、第２の電極と、前記第１の電極と前
記第２の電極との間に位置するマイクロカプセルと、前記第１の電極及び第２の電極のう
ちの少なくとも一方と前記マイクロカプセルとの間に位置する結合材と、を有し、前記マ
イクロカプセルが電気泳動分散液を含み、前記電気泳動分散液が複数の第１の電気泳動粒
子を含み、前記第１の電気泳動粒子が二酸化チタン（ＴｉＯ2 ）を含み、前記第１の電気
泳動粒子が前記第１の電極及び前記第２の電極を介して電圧を印加することにより泳動す
るものであり、前記結合材が、アクリル系樹脂とシリコーン系樹脂とを含む電気泳動装置
の駆動回路であって、第１の電圧源と、第２の電圧源と、前記第１の電圧源と前記第２の
電圧源とのいずれかを選択するスイッチと、を含み、前記第１の電圧源が、前記第１の電
気泳動粒子を前記第１の電極側から前記第２の電極側へ移動するよう前記第１の電極及び
前記第２の電極への電圧の印加を制御するものであり、前記第２の電圧源が、前記第１の
電気泳動粒子を前記第２の電極側から前記第１の電極側へ移動するよう前記第１の電極及
び前記第２の電極への電圧の印加を制御するものであることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の一態様に係る駆動回路は、前記スイッチが前記電気泳動装置の表示内容の消去
を制御するものであることを特徴とする。
　本発明の一態様に係る駆動回路は、前記スイッチが前記第１の電圧源と前記第２の電圧
源のいずれも選択しないことにより、前記電気泳動装置の表示内容を保持するものである
ことを特徴とする。
【００１８】
　本発明の一態様に係る駆動回路は、前記複数の第１の電気泳動粒子が前記第１の電極側
から前記第２の電極側に移動した後、前記スイッチが前記第２の電圧源を選択することに
より、前記複数の第１の電気泳動粒子が前記第１の電極側へ移動するものであることを特
徴とする。
【００２７】
　アクリル系樹脂としては、例えば、ポリアクリル酸２－エチルヘキシル、ポリアクリル
酸ヒドロキルシエチル、ポリメタクリル酸ヒドロキルプロピル、ポリアクリル酸プロピレ
ングリコール、ポリアクリルアミド、ポリメタクリルアミドなどが挙げられる。
【００３２】
本発明によれば、メモリー性が良好でしかも消去性にも優れたマイクロカプセル型電気泳
動表示装置、およびこれを備えた電子機器が得られる。
【００３３】
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【発明の実施の形態】
〔電気泳動装置の実施形態〕
以下、本発明の電気泳動装置の一実施形態である電気泳動表示装置について説明する。
＜第１実施形態＞
この実施形態の電気泳動表示装置は、電気泳動表示パネルと駆動回路とを備えている。図
１を用いてこの実施形態の電気泳動表示パネルを説明する。この図は、電気泳動表示パネ
ルの一画素分の断面図である。
【００３４】
この電気泳動表示パネル（以下「パネル」と略称する。）は、対向配置された第１の基板
１および第２の基板２と、各基板１，２の対向面に固定された第１の電極３および第２の
電極４と、両電極３，４の間に配置されたマイクロカプセル５と、マイクロカプセル５内
に入った電気泳動分散液６と、マイクロカプセル５を両電極３，４の間に固定する結合材
７とで構成されている。
【００３５】
このパネルは第１の基板１の側から観察するように設計されており、第１の基板１として
透明なガラス基板を用い、第１の電極（透明な材料で形成された電極：透明電極）３とし
て、パターニングされたＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：Ｉｎ2 Ｏ3 －Ｓｎ
Ｏ2 ）薄膜を用いている。第２の基板２としてガラス基板を用い、第２の電極４としてパ
ターニングされたアルミニウム（Ａｌ）薄膜を用いている。
【００３６】
マイクロカプセル５は、アラビアゴムとゼラチンとの混合物で形成されている。
電気泳動分散液６は、二酸化チタン粒子からなる電気泳動粒子６ａと、アントラキノン系
青色染料により着色されたドデシルベンゼンからなる液相分散媒６ｂとで構成されている
。二酸化チタン粒子は白色の粒子であり、ドデシルベンゼンに分散された状態で正に帯電
している。
【００３７】
結合材７は、アクリル系樹脂とシリコーン系樹脂との混合物からなる。この結合材７が、
本発明の第２の電気泳動装置を構成する「部材」に相当する。
この実施形態の電気泳動表示装置による表示方法を、図２を用いて説明する。図２に示す
ように、この電気泳動表示装置は、図１のパネル１０と駆動回路２０とからなり、駆動回
路２０はスイッチ２１と電圧源２２ａ，２２ｂとを備えている。パネル１０の第１の電極
３がスイッチ２１に接続され、第２の電極４が電圧源２２ａ，２２ｂの一端に接続されて
いる。
【００３８】
図２（Ａ）に示すように、スイッチ２１が開で、電極３，４間に電圧が印加されていない
状態では、マイクロカプセル５内の電気泳動粒子６ａは、重力に従って、第２の電極４側
（図中下方）に存在する。そのため、第１の基板（透明基板）１側からは青色の液相分散
媒６ｂが見える。つまり、この状態でこの画素は青色となる。
【００３９】
この状態から、図２（Ｂ）に示すように、スイッチ２１を、第２の電極４が正、第１の電
極３が負になる電圧源２２ａと接続すると、正に帯電している電気泳動粒子６ａは、負極
となった第１の電極（透明電極）３側に泳動する。そのため、第１の基板（透明基板）１
側からは白色の電気泳動粒子６ａが見える。つまり、この状態でこの画素は白色となる。
【００４０】
この状態から、図２（Ｃ）に示すように、スイッチ２１を開にし、電極３，４間に電圧が
印加されていない状態としても、第１の電極（透明電極）３に保持されている負の電荷と
電気泳動粒子６ａが有する正の電荷とのクーロン力によって、電気泳動粒子６ａは第１の
電極（透明電極）３側に存在し続ける。そのため、第１の基板（透明基板）１側からは白
色の電気泳動粒子６ａが見え続け、この画素は白色のままとなる。
【００４１】
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そして、この状態から、図２（Ｄ）に示すように、スイッチ２１を、第１の電極３が正、
第２の電極４が負になる電圧源２２ｂと接続すると、正に帯電している電気泳動粒子６ａ
は、負極となった第２の電極４側に泳動する。そのため、第１の基板（透明基板）１側か
らは青色の液相分散媒６ｂが見える。つまり、この状態でこの画素は青色となる。
【００４２】
この実施形態の電気泳動表示装置によれば、結合材７として、二酸化チタンからなる電気
泳動粒子６ａに対する化学的親和性が高いアクリル系樹脂と前記親和力が低いシリコーン
系樹脂との混合物を用いているため、図２（Ｃ）の状態で例えば１月以上、電気泳動粒子
６ａを第１の電極３側に保持することができ、スイッチ２１を図２（Ｃ）の状態から図２
（Ｄ）の状態にした場合には、瞬時に一斉に電気泳動粒子６ａが第２の電極４側に移動す
る。
【００４３】
したがって、この実施形態の電気泳動表示装置によれば、電圧を印加して画像を表示した
後に電圧の印加を止めた場合、表示内容を消えることなく長期間保持することができる。
また、消去もスイッチの切り換え直後に良好に行われる。すなわち、この実施形態の電気
泳動表示装置は、メモリー性が良好でしかも消去性にも優れたマイクロカプセル型電気泳
動装置である。
【００４４】
これに対して、結合材７としてシリコーン系樹脂を用いたパネル１０では、スイッチ２１
を図２（Ｃ）の状態から図２（Ｄ）の状態にした場合には、瞬時に電気泳動粒子６ａが第
２の電極４側に移動するが、図２（Ｃ）の状態で電気泳動粒子６ａを第１の電極３側に保
持できるのは１０分間程度である。
また、結合材７としてアクリル系樹脂を用いたパネル１０では、図２（Ｃ）の状態で例え
ば６月以上、電気泳動粒子６ａを第１の電極３側に保持することができるが、スイッチ２
１を図２（Ｃ）の状態から図２（Ｄ）の状態にした場合には、電気泳動粒子６ａの第２の
電極４側への移動が瞬時に一斉にはなされず、青色に白色が斑に残った状態に見えること
がある。
＜第２実施形態＞
図３を用いて、第２実施形態の電気泳動表示装置について説明する。この実施形態の電気
泳動表示装置は、隔壁型の電気泳動表示装置である。図３は電気泳動表示パネルの一画素
分の断面図である。
【００４５】
この実施形態の電気泳動表示装置は隔壁型であるため、第１実施形態のマイクロカプセル
型の電気泳動表示装置とは異なり、電気泳動粒子６ａと液相分散媒６ｂとからなる電気泳
動分散液６が、第１及び第２の電極３，４間の隔壁８で区画された空間に収容されている
。これ以外の構成は第１実施形態と基本的に同じである。すなわち、この電気泳動表示パ
ネル（以下「パネル」と略称する。）は、対向配置された第１の基板１および第２の基板
２と、各基板１，２の対向面に固定された第１の電極３および第２の電極４と、を備えて
いる。
【００４６】
そして、この電気泳動表示装置では、電気泳動分散液６からなる層と第１の電極（透明電
極）３との間に、アクリル系樹脂とシリコーン系樹脂との混合物からなる結合材７を設け
ている。この結合材７が、本発明の第１の電気泳動装置を構成する「部材」に相当する。
また、この装置においても、電気泳動分散液６は、二酸化チタン粒子からなる電気泳動粒
子６ａと、アントラキノン系青色染料により着色されたドデシルベンゼンからなる液相分
散媒６ｂとで構成されている。二酸化チタン粒子は白色の粒子であり、ドデシルベンゼン
に分散された状態で正に帯電している。
【００４７】
また、この装置では、観察面側の第１の電極３に電圧源２２ａ，２２ｂの一端に接続され
、第２の電極４にスイッチ２１が接続されている。第１実施形態と同様に、このスイッチ
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２１を操作して、電気泳動粒子６ａを第１の電極３または第２の電極４側に移動させるこ
とにより、各画素を白色または青色にすることができる。
【００４８】
この実施形態の電気泳動表示装置によれば、結合材７として、二酸化チタンからなる電気
泳動粒子６ａに対する化学的親和性が高いアクリル系樹脂と前記親和力が低いシリコーン
系樹脂との混合物を用いているため、電圧を印加して画像を表示した後に電圧の印加を止
めた場合、表示内容を消えることなく長期間保持することができる。また、消去もスイッ
チの切り換え直後に良好に行われる。すなわち、この実施形態の電気泳動表示装置は、メ
モリー性が良好でしかも消去性にも優れたマイクロカプセル型電気泳動装置である。
＜第３実施形態＞
この実施形態の電気泳動表示装置は、電気泳動表示パネルと駆動回路とを備えている。図
４を用いてこの実施形態の電気泳動表示パネルを説明する。この図は、電気泳動表示パネ
ルの一画素分の断面図である。
【００４９】
この電気泳動表示パネル（以下「パネル」と略称する。）は、対向配置された第１の基板
１および第２の基板２と、各基板１，２の対向面に固定された第１の電極３および第２の
電極４と、両電極３，４の間に配置されたマイクロカプセル５と、マイクロカプセル５内
に入った電気泳動分散液６０と、マイクロカプセル５を両電極３，４の間に固定する結合
材７とで構成されている。
【００５０】
このパネルは第１の基板１の側から観察するように設計されており、第１の基板１として
透明なガラス基板を用い、第１の電極（透明な材料で形成された電極：透明電極）３とし
て、パターニングされたＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：Ｉｎ2 Ｏ3 －Ｓｎ
Ｏ2 ）薄膜を用いている。第２の基板２としてガラス基板を用い、第２の電極４としてパ
ターニングされたアルミニウム（Ａｌ）薄膜を用いている。
【００５１】
マイクロカプセル５は、アラビアゴムとゼラチンとの混合物で形成されている。
電気泳動分散液６０は、二酸化チタン粒子からなる白色の電気泳動粒子６１と、アクリル
樹脂系粒子からなる黒に着色された電気泳動粒子６２と、ドデシルベンゼンからなる透明
な液相分散媒６３とで構成されている。すなわち、この実施形態では、互いに色の異なる
正に帯電した粒子（アクリル樹脂系粒子）と負に帯電した粒子（二酸化チタン粒子）とか
らなる電気泳動粒子を使用している。
【００５２】
　結合材７は、アクリル系樹脂とシリコーン系樹脂との混合物からなる。この結合材７が
、本発明の第２の電気泳動装置を構成する「部材」に相当する。
　この実施形態の電気泳動表示装置による表示方法を、図５を用いて説明する。図５に示
すように、この電気泳動表示装置は、図４のパネル１０Ａと駆動回路２０とからなり、駆
動回路２０はスイッチ２１と電圧源２２ａ，２２ｂとを備えている。パネル１０Ａの第１
の電極３がスイッチ２１に接続され、第２の電極４が電圧源２２ａ，２２ｂの一端に接続
されている。
【００５３】
図５（Ａ）に示すように、スイッチ２１が開で、電極３，４間に電圧が印加されていない
状態では、マイクロカプセル５内の電気泳動粒子６１，６２は、液相分散媒６３に均一に
分散している。そのため、第１の基板（透明基板）１側からは、電気泳動粒子６１，６２
が均一に分散している状態の液相分散媒６３が見える。つまり、この状態で、この画素は
透明（厳密には薄いグレー）となる。
【００５４】
この状態から、図５（Ｂ）に示すように、スイッチ２１を、第２の電極４が正、第１の電
極３が負になる電圧源２２ａと接続すると、正に帯電している黒色の電気泳動粒子６２は
、負極となった第１の電極（透明電極）３側に泳動する。そして、負に帯電している白色
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の電気泳動粒子６１は、正極となった第２の電極４側に泳動する。そのため、第１の基板
（透明基板）１側からは黒色の電気泳動粒子６２が見える。つまり、この状態でこの画素
は黒色となる。
【００５５】
この状態から、図５（Ｃ）に示すように、スイッチ２１を開にし、電極３，４間に電圧が
印加されていない状態としても、第１の電極（透明電極）３に保持されている負の電荷と
電気泳動粒子６２が有する正の電荷とのクーロン力によって、電気泳動粒子６２は第１の
電極（透明電極）３側に存在し続ける。また、第２の電極４に保持されている正の電荷と
電気泳動粒子６１が有する負の電荷とのクーロン力によって、電気泳動粒子６１は第２の
電極４側に存在し続ける。そのため、第１の基板（透明基板）１側からは黒色の電気泳動
粒子６２が見え続け、この画素は黒色のままとなる。
【００５６】
そして、この状態から、図５（Ｄ）に示すように、スイッチ２１を、第１の電極３が正、
第２の電極４が負になる電圧源２２ｂと接続すると、正に帯電している黒色の電気泳動粒
子６２は、負極となった第２の電極４側に泳動する。また、負に帯電している白色の電気
泳動粒子６１は、正極となった第１の電極（透明電極）３側に泳動する。そのため、第１
の基板（透明基板）１側からは白色の電気泳動粒子６１が見える。つまり、この状態でこ
の画素は白色となる。
【００５７】
この実施形態の電気泳動表示装置によれば、結合材７として、二酸化チタンからなる電気
泳動粒子６１およびアクリル系樹脂からなる電気泳動粒子６２に対する化学的親和性が高
いアクリル系樹脂と、前記親和力が低いシリコーン系樹脂との混合物を用いているため、
図５（Ｃ）の状態で例えば１月以上、電気泳動粒子６２を第１の電極３側に、電気泳動粒
子６１を第２の電極４側に、それぞれ保持することができ、スイッチ２１を図５（Ｃ）の
状態から図５（Ｄ）の状態にした場合には、瞬時に一斉に、電気泳動粒子６２が第２の電
極４側に、電気泳動粒子６１が第１の電極３側に移動する。
【００５８】
したがって、この実施形態の電気泳動表示装置によれば、電圧を印加して画像を表示した
後に電圧の印加を止めた場合、表示内容を消えることなく長期間保持することができる。
また、消去もスイッチの切り換え直後に良好に行われる。すなわち、この実施形態の電気
泳動表示装置は、メモリー性が良好でしかも消去性にも優れたマイクロカプセル型電気泳
動装置である。
【００５９】
これに対して、結合材７としてシリコーン系樹脂を用いたパネル１０Ａでは、スイッチ２
１を図５（Ｃ）の状態から図５（Ｄ）の状態にした場合には、電気泳動粒子６２が第２の
電極４側に、電気泳動粒子６１が第１の電極３側に、瞬時にそれぞれ移動するが、図５（
Ｃ）の状態で、電気泳動粒子６２を第１の電極３側に、且つ電気泳動粒子６１を第２の電
極４側に保持できるのは、１０分間程度である。
【００６０】
また、結合材７としてアクリル系樹脂を用いたパネル１０Ａでは、図５（Ｃ）の状態で例
えば６月以上、電気泳動粒子６２を第１の電極３側に、電気泳動粒子６１を第２の電極４
側にそれぞれ保持することができるが、スイッチ２１を図５（Ｃ）の状態から図５（Ｄ）
の状態にした場合には、電気泳動粒子６２の第２の電極４側への移動、および電気泳動粒
子６１の第１の電極３側への移動が、瞬時に一斉にはなされず、黒色に白色が斑に残った
状態に見えることがある。
＜第４実施形態＞
図６を用いて、第４実施形態の電気泳動表示装置について説明する。この実施形態の電気
泳動表示装置は、隔壁型の電気泳動表示装置である。図６は電気泳動表示パネルの一画素
分の断面図である。
【００６１】
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　この実施形態の電気泳動表示装置は隔壁型であるため、第３実施形態のマイクロカプセ
ル型の電気泳動表示装置とは異なり、電気泳動粒子６１，６２と液相分散媒６３とからな
る電気泳動分散液６０が、第１及び第２の電極３，４間の隔壁８で区画された空間に収容
されている。これ以外の構成は第３実施形態と基本的に同じである。すなわち、この電気
泳動表示パネル（以下「パネル」と略称する。）は、対向配置された第１の基板１および
第２の基板２と、各基板１，２の対向面に固定された第１の電極３および第２の電極４と
、を備えている。
【００６２】
　そして、この電気泳動表示装置では、電気泳動分散液６０からなる層と第１の電極（透
明電極）３との間に、アクリル系樹脂とシリコーン系樹脂との混合物からなる結合材７を
設けている。この結合材７が、本発明の第１の電気泳動装置を構成する「部材」に相当す
る。
　また、この装置においても、電気泳動分散液６０は、二酸化チタン粒子からなる白色の
電気泳動粒子６１と、アクリル樹脂系粒子からなる黒に着色された電気泳動粒子６２と、
ドデシルベンゼンからなる透明な液相分散媒６３とで構成されている。すなわち、この実
施形態では、互いに色の異なる正に帯電した粒子（アクリル樹脂系粒子）と負に帯電した
粒子（二酸化チタン粒子）とからなる電気泳動粒子を使用している。
【００６３】
　また、この装置では、観察面側の第１の電極３に電圧源２２ａ，２２ｂの一端に接続さ
れ、第２の電極４にスイッチ２１が接続されている。第１実施形態と同様に、このスイッ
チ２１を操作して、電気泳動粒子６１を第１の電極３または第２の電極４側に移動させる
ことにより、各画素を白色または黒色にすることができる。
【００６４】
この実施形態の電気泳動表示装置によれば、結合材７として、二酸化チタンからなる電気
泳動粒子６１およびアクリル系樹脂からなる電気泳動粒子６２に対する化学的親和性が高
いアクリル系樹脂と、前記親和力が低いシリコーン系樹脂との混合物を用いているため、
電圧を印加して画像を表示した後に電圧の印加を止めた場合、表示内容を消えることなく
長期間保持することができる。また、消去もスイッチの切り換え直後に良好に行われる。
すなわち、この実施形態の電気泳動表示装置は、メモリー性が良好でしかも消去性にも優
れたマイクロカプセル型電気泳動装置である。
＜第５実施形態＞
この実施形態の電気泳動表示装置は、電気泳動表示パネルと駆動回路とを備えている。図
７を用いてこの実施形態の電気泳動表示パネルを説明する。この図は、電気泳動表示パネ
ルの一画素分の断面図である。
【００６５】
この電気泳動表示パネル（以下「パネル」と略称する。）は、対向配置された第１の基板
１および第２の基板２と、各基板１，２の対向面に固定された第１の電極３および第２の
電極４と、両電極３，４の間に配置されたマイクロカプセル５と、マイクロカプセル５内
に入った電気泳動分散液６と、マイクロカプセル５を両電極３，４の間に固定する第１お
よび第２の結合材７１，７２と、で構成されている。
【００６６】
このパネルは第１の基板１の側から観察するように設計されており、第１の基板１として
透明なガラス基板を用い、第１の電極（透明な材料で形成された電極：透明電極）３とし
て、パターニングされたＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：Ｉｎ2 Ｏ3 －Ｓｎ
Ｏ2 ）薄膜を用いている。第２の基板２としてガラス基板を用い、第２の電極４としてパ
ターニングされたアルミニウム（Ａｌ）薄膜を用いている。
【００６７】
マイクロカプセル５は、アラビアゴムとゼラチンとの混合物で形成されている。
電気泳動分散液６は、二酸化チタン粒子からなる電気泳動粒子６ａと、アントラキノン系
青色染料により着色されたドデシルベンゼンからなる液相分散媒６ｂとで構成されている
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。二酸化チタン粒子は白色の粒子であり、ドデシルベンゼンに分散された状態で正に帯電
している。
【００６８】
第１の結合材７１はアクリル系樹脂からなり、第１の電極３の表面（第１の基板１側とは
反対の面）全体に層状に形成されている。第２の結合材７２はシリコーン系樹脂からなり
、一画素内の第２の電極４と第１の結合材７１からなる層とマイクロカプセル５とで囲ま
れた空間を埋めるように配置されている。すなわち、複数のマイクロカプセル５が厚さ方
向に１個配置されて第２の結合材７２で固定された層状体は、第１の結合材７１で第１の
電極３に固定されており、第２の電極４に対しては第２の結合材７２で固定されている。
【００６９】
　この第１の結合材７１が、本発明の第４の電気泳動装置を構成する「第１部材」に相当
し、第２の結合材７２が本発明の第４の電気泳動装置を構成する「第２部材」に相当する
。
　この実施形態の電気泳動表示装置による表示方法を、図８を用いて説明する。図８に示
すように、この電気泳動表示装置は、図８のパネル１０Ｂと駆動回路２０とからなり、駆
動回路２０はスイッチ２１と電圧源２２ａ，２２ｂとを備えている。パネル１０Ｂの第１
の電極３がスイッチ２１に接続され、第２の電極４が電圧源２２ａ，２２ｂの一端に接続
されている。
【００７０】
図８（Ａ）に示すように、スイッチ２１が開で、電極３，４間に電圧が印加されていない
状態では、マイクロカプセル５内の電気泳動粒子６ａは、重力に従って、第２の電極４側
（図中下方）に存在する。そのため、第１の基板（透明基板）１側からは青色の液相分散
媒６ｂが見える。つまり、この状態でこの画素は青色となる。
【００７１】
この状態から、図８（Ｂ）に示すように、スイッチ２１を、第２の電極４が正、第１の電
極３が負になる電圧源２２ａと接続すると、正に帯電している電気泳動粒子６ａは、負極
となった第１の電極（透明電極）３側に泳動する。そのため、第１の基板（透明基板）１
側からは白色の電気泳動粒子６ａが見える。つまり、この状態でこの画素は白色となる。
【００７２】
この状態から、図８（Ｃ）に示すように、スイッチ２１を開にし、電極３，４間に電圧が
印加されていない状態としても、第１の電極（透明電極）３に保持されている負の電荷と
電気泳動粒子６ａが有する正の電荷とのクーロン力によって、電気泳動粒子６ａは第１の
電極（透明電極）３側に存在し続ける。そのため、第１の基板（透明基板）１側からは白
色の電気泳動粒子６ａが見え続け、この画素は白色のままとなる。
【００７３】
そして、この状態から、図８（Ｄ）に示すように、スイッチ２１を、第１の電極３が正、
第２の電極４が負になる電圧源２２ｂと接続すると、正に帯電している電気泳動粒子６ａ
は、負極となった第２の電極４側に泳動する。そのため、第１の基板（透明基板）１側か
らは青色の液相分散媒６ｂが見える。つまり、この状態でこの画素は青色となる。
【００７４】
この実施形態の電気泳動表示装置によれば、二酸化チタンからなる電気泳動粒子６ａに対
する化学的親和性が高いアクリル系樹脂からなる第１の結合材７１を層状に第１の電極３
上に形成し、前記親和力が低いシリコーン系樹脂からなる第２の結合材７２により、隣り
合うマイクロカプセル５の間を固定しているため、図８（Ｃ）の状態で例えば１月以上、
電気泳動粒子６ａを第１の電極３側に保持することができ、スイッチ２１を図８（Ｃ）の
状態から図８（Ｄ）の状態にした場合には、瞬時に一斉に電気泳動粒子６ａが第２の電極
４側に移動する。
【００７５】
したがって、この実施形態の電気泳動表示装置によれば、電圧を印加して画像を表示した
後に電圧の印加を止めた場合、表示内容を消えることなく長期間保持することができる。
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また、消去もスイッチの切り換え直後に良好に行われる。すなわち、この実施形態の電気
泳動表示装置は、メモリー性が良好でしかも消去性にも優れたマイクロカプセル型電気泳
動装置である。
【００７６】
これに対して、第１の結合材７１からなる層を設けない点のみが異なるパネルでは、スイ
ッチ２１を図８（Ｃ）の状態から図８（Ｄ）の状態にした場合には、瞬時に電気泳動粒子
６ａが第２の電極４側に移動するが、図８（Ｃ）の状態で電気泳動粒子６ａを第１の電極
３側に保持できるのは１０分間程度である。
また、第１の結合材７１からなる層を設けず、第２の結合材７２としてアクリル系樹脂を
用いたパネルでは、図８（Ｃ）の状態で例えば６月以上、電気泳動粒子６ａを第１の電極
３側に保持することができるが、スイッチ２１を図８（Ｃ）の状態から図８（Ｄ）の状態
にした場合には、電気泳動粒子６ａの第２の電極４側への移動が瞬時に一斉にはなされず
、青色に白色が斑に残った状態に見えることがある。
＜第６実施形態＞
図９を用いて、第６実施形態の電気泳動表示装置について説明する。この実施形態の電気
泳動表示装置は、隔壁型の電気泳動表示装置である。図９は電気泳動表示パネルの一画素
分の断面図である。
【００７７】
この実施形態の電気泳動表示装置は隔壁型であるため、第５実施形態のマイクロカプセル
型の電気泳動表示装置とは異なり、電気泳動粒子６ａと液相分散媒６ｂとからなる電気泳
動分散液６が、第１及び第２の電極３，４間の隔壁８で区画された空間に収容されている
。これ以外の構成は第５実施形態と基本的に同じである。すなわち、この電気泳動表示パ
ネル（以下「パネル」と略称する。）は、対向配置された第１の基板１および第２の基板
２と、各基板１，２の対向面に固定された第１の電極３および第２の電極４と、を備えて
いる。
【００７８】
そして、この電気泳動表示装置では、電気泳動分散液６からなる層と第１の電極（透明電
極）３との間に、アクリル系樹脂からなる第１の層７１ａと、シリコーン系樹脂からなる
第２の層７２ａを、第１の電極３側からこの順に設けている。この第１の層７１ａが、本
発明の第３の電気泳動装置を構成する「第１部材」に相当し、第２の層７２ａが本発明の
第４の電気泳動装置を構成する「第２部材」に相当する。
【００７９】
また、この装置においても、電気泳動分散液６は、二酸化チタン粒子からなる電気泳動粒
子６ａと、アントラキノン系青色染料により着色されたドデシルベンゼンからなる液相分
散媒６ｂとで構成されている。二酸化チタン粒子は白色の粒子であり、ドデシルベンゼン
に分散された状態で正に帯電している。
また、この装置では、観察面側の第１の電極３に電圧源２２ａ，２２ｂの一端に接続され
、第２の電極４にスイッチ２１が接続されている。第１実施形態と同様に、このスイッチ
２１を操作して、電気泳動粒子６ａを第１の電極３または第２の電極４側に移動させるこ
とにより、各画素を白色または青色にすることができる。
【００８０】
この実施形態の電気泳動表示装置によれば、二酸化チタンからなる電気泳動粒子６ａに対
する化学的親和性が高いアクリル系樹脂からなる第１の層７１と、前記親和力が低いシリ
コーン系樹脂からなる第２の層７２を、電気泳動分散液６からなる層と第１の電極（透明
電極）３との間に、第１の電極３側からこの順に設けているため、電圧を印加して画像を
表示した後に電圧の印加を止めた場合、表示内容を消えることなく長期間保持することが
できる。また、消去もスイッチの切り換え直後に良好に行われる。すなわち、この実施形
態の電気泳動表示装置は、メモリー性が良好でしかも消去性にも優れたマイクロカプセル
型電気泳動装置である。
＜第７実施形態＞
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この実施形態の電気泳動表示装置は、電気泳動表示パネルと駆動回路とを備えている。図
１０を用いてこの実施形態の電気泳動表示パネルを説明する。この図は、電気泳動表示パ
ネルの一画素分の断面図である。
【００８１】
この電気泳動表示パネル（以下「パネル」と略称する。）は、対向配置された第１の基板
１および第２の基板２と、各基板１，２の対向面に固定された第１の電極３および第２の
電極４と、両電極３，４の間に配置されたマイクロカプセル５と、マイクロカプセル５内
に入った電気泳動分散液６０と、マイクロカプセル５を両電極３，４の間に固定する第１
および第２の結合材７１，７２とで構成されている。
【００８２】
このパネルは第１の基板１の側から観察するように設計されており、第１の基板１として
透明なガラス基板を用い、第１の電極（透明な材料で形成された電極：透明電極）３とし
て、パターニングされたＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：Ｉｎ2 Ｏ3 －Ｓｎ
Ｏ2 ）薄膜を用いている。第２の基板２としてガラス基板を用い、第２の電極４としてパ
ターニングされたアルミニウム（Ａｌ）薄膜を用いている。
【００８３】
マイクロカプセル５は、アラビアゴムとゼラチンとの混合物で形成されている。
電気泳動分散液６０は、二酸化チタン粒子からなる白色の電気泳動粒子６１と、アクリル
樹脂系粒子からなる黒に着色された電気泳動粒子６２と、ドデシルベンゼンからなる透明
な液相分散媒６３とで構成されている。すなわち、この実施形態では、互いに色の異なる
正に帯電した粒子（アクリル樹脂系粒子）と負に帯電した粒子（二酸化チタン粒子）とか
らなる電気泳動粒子を使用している。
【００８４】
第１の結合材７１はアクリル系樹脂からなり、第１の電極３の表面（第１の基板１側とは
反対の面）全体に層状に形成されている。第２の結合材７２はシリコーン系樹脂からなり
、一画素内の第２の電極４と第１の結合材７１からなる層とマイクロカプセル５とで囲ま
れた空間を埋めるように配置されている。すなわち、複数のマイクロカプセル５が厚さ方
向に１個配置されて第２の結合材７２で固定された層状体は、第１の結合材７１で第１の
電極３に固定されており、第２の電極４に対しては第２の結合材７２で固定されている。
【００８５】
　この第１の結合材７１が、本発明の第４の電気泳動装置を構成する「第１部材」に相当
し、第２の結合材７２が本発明の第４の電気泳動装置を構成する「第２部材」に相当する
。
　この実施形態の電気泳動表示装置による表示方法を、図１１を用いて説明する。図１１
に示すように、この電気泳動表示装置は、図１０のパネル１０Ｃと駆動回路２０とからな
り、駆動回路２０はスイッチ２１と電圧源２２ａ，２２ｂとを備えている。パネル１０Ｃ
の第１の電極３がスイッチ２１に接続され、第２の電極４が電圧源２２ａ，２２ｂの一端
に接続されている。
【００８６】
図１１（Ａ）に示すように、スイッチ２１が開で、電極３，４間に電圧が印加されていな
い状態では、マイクロカプセル５内の電気泳動粒子６１，６２は、液相分散媒６３に均一
に分散している。そのため、第１の基板（透明基板）１側からは、電気泳動粒子６１，６
２が均一に分散している状態の液相分散媒６３が見える。つまり、この状態で、この画素
は透明（厳密には薄いグレー）となる。
【００８７】
この状態から、図１１（Ｂ）に示すように、スイッチ２１を、第２の電極４が正、第１の
電極３が負になる電圧源２２ａと接続すると、正に帯電している黒色の電気泳動粒子６２
は、負極となった第１の電極（透明電極）３側に泳動する。そして、負に帯電している白
色の電気泳動粒子６１は、正極となった第２の電極４側に泳動する。そのため、第１の基
板（透明基板）１側からは黒色の電気泳動粒子６２が見える。つまり、この状態でこの画
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素は黒色となる。
【００８８】
この状態から、図１１（Ｃ）に示すように、スイッチ２１を開にし、電極３，４間に電圧
が印加されていない状態としても、第１の電極（透明電極）３に保持されている負の電荷
と電気泳動粒子６２が有する正の電荷とのクーロン力によって、電気泳動粒子６２は第１
の電極（透明電極）３側に存在し続ける。また、第２の電極４に保持されている正の電荷
と電気泳動粒子６１が有する負の電荷とのクーロン力によって、電気泳動粒子６１は第２
の電極４側に存在し続ける。そのため、第１の基板（透明基板）１側からは黒色の電気泳
動粒子６２が見え続け、この画素は黒色のままとなる。
【００８９】
そして、この状態から、図１１（Ｄ）に示すように、スイッチ２１を、第１の電極３が正
、第２の電極４が負になる電圧源２２ｂと接続すると、正に帯電している黒色の電気泳動
粒子６２は、負極となった第２の電極４側に泳動する。そして、負に帯電している白色の
電気泳動粒子６１は、正極となった第１の電極（透明電極）３側に泳動する。そのため、
第１の基板（透明基板）１側からは白色の電気泳動粒子６１が見える。つまり、この状態
でこの画素は白色となる。
【００９０】
この実施形態の電気泳動表示装置によれば、二酸化チタンからなる電気泳動粒子６ａに対
する化学的親和性が高いアクリル系樹脂からなる第１の結合材７１を層状に第１の電極３
上に形成し、前記親和力が低いシリコーン系樹脂からなる第２の結合材７２により、隣り
合うマイクロカプセル５の間を固定しているため、図１１（Ｃ）の状態で例えば１月以上
、電気泳動粒子６２を第１の電極３側に、電気泳動粒子６１を第２の電極４側に、それぞ
れ保持することができ、スイッチ２１を図１１（Ｃ）の状態から図１１（Ｄ）の状態にし
た場合には、瞬時に一斉に、電気泳動粒子６２が第２の電極４側に、電気泳動粒子６１が
第１の電極３側に移動する。
【００９１】
したがって、この実施形態の電気泳動表示装置によれば、電圧を印加して画像を表示した
後に電圧の印加を止めた場合、表示内容を消えることなく長期間保持することができる。
また、消去もスイッチの切り換え直後に良好に行われる。すなわち、この実施形態の電気
泳動表示装置は、メモリー性が良好でしかも消去性にも優れたマイクロカプセル型電気泳
動装置である。
【００９２】
これに対して、第１の結合材７１からなる層を設けない点のみが異なるパネルでは、スイ
ッチ２１を図１１（Ｃ）の状態から図１１（Ｄ）の状態にした場合には、電気泳動粒子６
２が第２の電極４側に、電気泳動粒子６１が第１の電極３側に、瞬時にそれぞれ移動する
が、図１１（Ｃ）の状態で、電気泳動粒子６２を第１の電極３側に、且つ電気泳動粒子６
１を第２の電極４側に保持できるのは、１０分間程度である。
【００９３】
また、第１の結合材７１からなる層を設けず、第２の結合材７２としてアクリル系樹脂を
用いたパネルでは、図１１（Ｃ）の状態で例えば６月以上、電気泳動粒子６２を第１の電
極３側に、電気泳動粒子６１を第２の電極４側にそれぞれ保持することができるが、スイ
ッチ２１を図１１（Ｃ）の状態から図１１（Ｄ）の状態にした場合には、電気泳動粒子６
２の第２の電極４側への移動、および電気泳動粒子６１の第１の電極３側への移動が、瞬
時に一斉にはなされず、黒色に白色が斑に残った状態に見えることがある。
＜第８実施形態＞
図１２を用いて、第８実施形態の電気泳動表示装置について説明する。この実施形態の電
気泳動表示装置は、隔壁型の電気泳動表示装置である。図１２は電気泳動表示パネルの一
画素分の断面図である。
【００９４】
この実施形態の電気泳動表示装置は隔壁型であるため、第７実施形態のマイクロカプセル
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型の電気泳動表示装置とは異なり、電気泳動粒子６１，６２と液相分散媒６３とからなる
電気泳動分散液６０が、第１及び第２の電極３，４間の隔壁８で区画された空間に収容さ
れている。これ以外の構成は第３実施形態と基本的に同じである。すなわち、この電気泳
動表示パネル（以下「パネル」と略称する。）は、対向配置された第１の基板１および第
２の基板２と、各基板１，２の対向面に固定された第１の電極３および第２の電極４と、
を備えている。
【００９５】
そして、この電気泳動表示装置では、電気泳動分散液６０からなる層と第１の電極（透明
電極）３との間に、アクリル系樹脂からなる第１の層７１ａと、シリコーン系樹脂からな
る第２の層７２ａを、第１の電極３側からこの順に設けている。この第１の層７１ａが、
本発明の第３の電気泳動装置を構成する「第１部材」に相当し、第２の層７２ａが本発明
の第４の電気泳動装置を構成する「第２部材」に相当する。
【００９６】
また、この装置においても、電気泳動分散液６０は、二酸化チタン粒子からなる白色の電
気泳動粒子６１と、アクリル樹脂系粒子からなる黒に着色された電気泳動粒子６２と、ド
デシルベンゼンからなる透明な液相分散媒６３とで構成されている。すなわち、この実施
形態では、互いに色の異なる正に帯電した粒子（アクリル樹脂系粒子）と負に帯電した粒
子（二酸化チタン粒子）とからなる電気泳動粒子を使用している。
【００９７】
　また、この装置では、観察面側の第１の電極３に電圧源２２ａ，２２ｂの一端に接続さ
れ、第２の電極４にスイッチ２１が接続されている。第１実施形態と同様に、このスイッ
チ２１を操作して、電気泳動粒子６１及び６２を第１の電極３または第２の電極４側に移
動させることにより、各画素を白色または黒色にすることができる。
【００９８】
　この実施形態の電気泳動表示装置によれば、二酸化チタンからなる電気泳動粒子６１に
対する化学的親和性が高いアクリル系樹脂からなる第１の層７１ａと、前記親和力が低い
シリコーン系樹脂からなる第２の層７２ａを、電気泳動分散液６０からなる層と第１の電
極（透明電極）３との間に、第１の電極３側からこの順に設けているため、電圧を印加し
て画像を表示した後に電圧の印加を止めた場合、表示内容を消えることなく長期間保持す
ることができる。また、消去もスイッチの切り換え直後に良好に行われる。すなわち、こ
の実施形態の電気泳動表示装置は、メモリー性が良好でしかも消去性にも優れたマイクロ
カプセル型電気泳動装置である。
〔電気泳動装置の構成材料等の例示〕
　電気泳動装置の構成材料等としては、前記実施形態で用いたもの以外のものも使用する
ことができる。以下にそれを例示する。
【００９９】
観察面側に配置される第１の基板１は透明な（光透過性を有する）基板であればよく、透
明なガラス基板以外に、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やポリエーテルサルホン
（ＰＥＳ）等の樹脂フィルム、石英基板等が使用できる。第２の基板２は、透明な基板で
ある必要がないので、金属板等も使用できる。
観察面側に配置される第１の電極３は、透明な（光透過性を有する）電極であればよく、
ＩＴＯ薄膜以外にＩＤＩＸＯ（Ｉｎ2 Ｏ3 －ＺｎＯ）薄膜等が使用できる。第２の電極４
としては、アルミニウム以外に、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、銀（Ａｇ）、ニッケル（Ｎ
ｉ）、チタン（Ｔｉ）、またはクロム（Ｃｒ）等の金属からなる薄膜が使用できる。
【０１００】
電気泳動粒子６ａとしては、色を有し、絶縁性の液相分散媒中で帯電し得る粒子が使用さ
れ、二酸化チタン（ＴｉＯ2 ）粒子以外に、白色の酸化アルミニウム（Ａｌ2 Ｏ3 ）粒子
や、着色された合成樹脂（ポリエチレン樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂）からな
る粒子、合成樹脂にアルミニウムや銀等の金属膜を形成したもの等が使用できる。また、
凝集し難くするためや比重を小さくするために、界面活性剤や分散剤等で表面処理がなさ
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れているものを使用することが好ましい。
【０１０１】
　電気泳動粒子６ａの着色剤としては、アニリンブラック、カーボンブラック等の黒色顔
料や、亜鉛華、三酸化アンチモン等の白色顔料や、モノアゾ、ジスアゾ、ポリアゾ等のア
ゾ系顔料や、イソインドリノン、黄鉛、黄色酸化鉄、カドミウムイエロー、チタンイエロ
ー、アンチモン等の黄色顔料や、キナクリドンレッド、クロムバーミリオン等の赤色顔料
や、紺青、群青、コバルトブルー等の青色顔料、フタロシアニングリーン等の緑色顔料や
、フタロシアニンブルー、インダスレンブルー、アントラキノン系染料などのいずれか一
つ、 或いは二つ以上の混合物が挙げられる。
【０１０２】
　なお、前記顔料には、必要に応じて、金属石鹸、樹脂、ゴム、油、ワニス、コンパウン
ド等の粒子からなる荷電制御剤や、チタン系カップリング剤、アルミニウム系カップリン
グ剤、シラン系カップリング剤等の分散剤や、電解質や、界面活性剤や、潤滑剤や、安定
化剤等を添加してもよい。
　液相分散媒６ｂとしては、電気泳動粒子６ａが帯電され易く帯電状態が安定する絶縁性
液体、例えば、実質的に水に不溶の有機溶媒を用いる。このような溶媒としては、ドデカ
ノール、ウンデカノール等の長鎖アルコール系溶媒や、ジブチルケトン、メチルイソブチ
ルケトン等の多炭素ケトン類や、ペンタン、ヘキサン、オクタン等の脂肪族炭化水素や、
シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン等の脂環式炭化水素や、ベンゼン、トルエン、キ
シレン、ヘキシルベンゼン、ヘプチルベンゼン、オクチルベンゼン、ノニルベンゼン、デ
シルベンゼン、ウンデシルベンゼン、ドデシルベンゼン、トリデシルベンゼン、テトラデ
シルベンゼン等の長鎖アルキル基を有するベンゼン類等の芳香族炭化水素や、塩化メチレ
ン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素や、シ
リコンオイル、オリーブオイル等の種々の油類のいずれか単体、或いはこれらの混合物が
挙げられる。
【０１０３】
液相分散媒６ｂとしては、染料で着色され、イオン性界面活性剤を含有するものを使用す
ることが好ましい。
マイクロカプセル５のカプセル膜の材料としては、ゼラチンなどのポリカチオン性材料と
、アラビアゴム、アルギン酸ナトリウム、カラギーナン、カルボキシメチルセルロース、
寒天、ポリビニルベンゼンスルホン酸、ポリビニルエーテル無水マレイン酸などのポリア
ニオン性材料との混合物が挙げられる。また、ホルマリンレゾルシノール樹脂、ポリビニ
ルアルコール、ポリウレタン樹脂、アクリル酸樹脂、ポリメチルーγ－メチル－Ｌ－グル
タメート、メラミン、メタクリル酸樹脂、ホルムアルデヒド樹脂、ポリビニルピロリドン
樹脂、フッ素系樹脂なども挙げられる。
〔電子機器の実施形態〕
本発明の電気泳動装置は、例えば、電子ペーパー、電子ノート、電子ブック、モバイル型
のパーソナルコンピュータ、携帯電話、ディジタルスチルカメラ等の各種電子機器の表示
部に適用することができる。
【０１０４】
図１４は、電子ペーパー（リライタブルシート）の外観構成を示す斜視図である。この電
子ペーパー２００は、本体２０１と電子泳動表示パネル２０２とからなる。本体２０１お
よび電子泳動表示パネル２０２は、紙と同様の質感及び柔軟性を有するシート状に形成さ
れている。電子泳動表示パネル２０２の駆動回路は本体２０１に内蔵するか、電子ペーパ
ーとは別体の書き換え装置として設ける。
【０１０５】
図１５は、上述の電子ペーパー２００の書き換え／表示装置を示す断面図（ａ）と平面図
（ｂ）である。この装置は、ハウジング４０１と、二組の搬送ローラ対４０２ａ，４０２
ｂと、ハウジング４０１の観察面（表示面）に形成された矩形孔４０３と、矩形孔４０３
に嵌め込まれた透明ガラス板４０４と、電子ペーパー２００のハウジング４０１内への挿
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入口４０５と、ソケット４０７と、コントローラー４０８と、操作部４０９とを備えてい
る。
【０１０６】
二組の搬送ローラ対４０２ａ，４０２ｂは、ハウジング４０１の内部に間隔を開けて配置
されている。一方の搬送ローラ対４０２ｂは、電子ペーパー２００の挿入口４０５の近く
に、他方の搬送ローラ対４０２ａは挿入口４０５から離れた位置に配置されている。ソケ
ット４０７は、挿入口４０５から離れた位置の搬送ローラ対４０２ａより更に奥側（挿入
口４０５とは反対側）に配置されている。
【０１０７】
電子ペーパー２００の先端には端子部２０５が設けてある。挿入口４０５からハウジング
４０１内に挿入された電子ペーパー２００の両端は、二組の搬送ローラ対４０２ａ，４０
２ｂで挟持される。この状態で、電子ペーパー２００の端子部２０５はソケット４０７に
差し込まれ、反対側の端部は挿入口４０５より外側に出る。この端部を持って引くことに
より、電子ペーパー２００をハウジング４０１内から取り出すことができる。ソケット４
０７には、駆動回路を備えたコントローラー４０８が接続されている。操作部４０９は、
ハウジング４０１の表示面の透明ガラス板４０４の脇に設けてある。
【０１０８】
この装置を使用する際には、先ず、電子ペーパー２００の表示面が透明ガラス板４０４側
となるように電子ペーパー２００を挿入口４０５からハウジング４０１内に入れる。次に
、操作部４０９を操作することで、コントローラ４０８を作動させて、電子ペーパー２０
０に画像を書き入れたり、表示された画像を消去したり、書き換えたりする。画像が書き
込まれた電子ペーパー２００は、ハウジング４０１内に入った状態で透明ガラス板４０４
からその画像を見ることもできるし、ハウジング４０１から外して携帯することもできる
。
【０１０９】
図１６は電子ノートの外観構成を示す斜視図である。この電子ノートは、図１４に示す前
述の電子ペーパー２００が複数枚束ねられ、その外側にノートブック状にカバー３０１を
設けたものである。カバー３０１に表示データ入力手段を備えれば、束ねられた状態で電
子ペーパー２００の表示内容を変更することができる。
【０１１０】
図１７は電子ブックの外観構成を示す斜視図である。この電子ブック５００は、電気泳動
表示装置からなる本体５０１とカバー５０２とからなり、本体５０１に表示部５０３と操
作部５０４が設けてある。カバー５０２は本体５０１に対して開閉自在に取り付けてあり
、カバー５０２を開けると表示部５０３の表示面および操作部５０４が露出するように構
成されている。本体５０１には、コントローラ、カウンタ、メモリ、およびＣＤＲＯＭ等
の記憶媒体のデータを読み取るデータ読み取り装置等が内蔵されている。
【０１１１】
図１８は、モバイル型のパーソナルコンピュータの外観構成を示す斜視図である。このパ
ーソナルコンピュータ６００は、キーボード６０１を備えた本体部６０２と、電気泳動表
示装置からなる表示ユニット６０３とで構成されている。
図１９は携帯電話の外観構成を示す斜視図である。この携帯電話７００は、複数の操作ボ
タン７０１の他、受話口７０２、送話口７０３と共に、電気泳動表示装置からなる表示パ
ネル７０４を備えている。
【０１１２】
図２０は、ディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図であり、外部機器との接続につい
ても簡易的に示している。
このディジタルスチルカメラ８００は、ケース８０１と、ケース８０１の背面に形成され
、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）による撮像信号に基づいて表
示を行うようになっている電気泳動表示装置からなる表示パネル８０２と、ケース８０１
の観察側（図においては裏面側）に形成される光学レンズやＣＣＤ等を含んだ受光ユニッ
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ト８０３と、シャッタボタン８０４と、このシャッタボタン８０４を押した時点における
ＣＣＤの撮像信号が、転送・格納される回路基板８０５と、を備えている。
【０１１３】
また、ディジタルスチルカメラ８００におけるケース８０１の側面には、ビデオ信号出力
端子８０６と、データ通信用の入出力端子８０７とが設けられており、前者にはテレビモ
ニタ８０６Ａが、後者にはパーソナルコンピュータ８０７Ａが、それぞれ必要に応じて接
続されている。そして、所定の操作によって、回路基板８０５のメモリに格納された撮像
信号が、テレビモニタ８０６Ａや、パーソナルコンピュータ８０７Ａに出力される構成と
なっている。
【０１１４】
なお、電気泳動表示装置を表示部等として適用できる電子機器としては、これらの他にも
、テレビ、ビューファインダ型またはモニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲ
ーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テ
レビ電話、ＰＯＳ端末、およびタッチパネルを備えた機器等を挙げることができる。
【０１１５】
【実施例】
〔実施例１〕
以下の方法で電気泳動表示パネルを作製した。先ず、図１３を用いてマイクロカプセルの
製造工程を説明する。
先ず、図１３（Ａ）に示すように、５００ｍｌのビーカーに、ゼラチン粉末（関東化学株
式会社製）：５．５ｇと、アラビアゴム粉末（関東化学株式会社製）：５．５ｇと、水：
６０ｇを入れて、水にこれらの粉末を溶かした。
【０１１６】
次に、図１３（Ｂ）に示すように、この溶解液を回転速度２５０ｒｐｍで攪拌しながら、
この溶解液内に予め用意した電気泳動分散液を滴下した。滴下後、回転速度を１３００ｒ
ｐｍに上げ、さらに１時間の攪拌を行った。
この電気泳動分散液は以下の方法で調製した。先ず、石原産業（株）製のＴｉＯ２粒子（
電気泳動粒子）「ＣＲ－９０」：５０ｇ、味の素（株）製のチタネート（チタン酸塩）系
カップリング剤「ＫＲ－ＴＴＳ」：２．３ｇ、味の素（株）製のアルミニウム系カップリ
ング材「ＡＬ－Ｍ」：１ｇ、関東化学（株）製のドデシルベンゼン（液相分散媒）：３０
０ｇを、５００ミリリットルのフラスコに入れ、超音波振動を加えて攪拌した。
【０１１７】
これにより、ＴｉＯ2 粒子が正に帯電された状態でドデシルベンゼンに分散されている分
散液を得た。次いで、フラスコ内からこの分散液を１００ｇ取り、この分散液にアントラ
キノン系青色染料（中央合成化学社製）１．８ｇを溶解させた。これにより、白色のＴｉ
Ｏ2 粒子が青色のドデシルベンゼンに分散されている電気泳動分散液を得た。
【０１１８】
次に、図１３（Ｃ）に示すように、前記溶解液を回転速度５００ｒｐｍで攪拌しながら、
前記溶解液内に温水３００ミリリットルを添加し、同じ回転速度でさらに３０分間攪拌し
た。
次に、図１３（Ｄ）に示すように、この溶解液内に１０％酢酸溶液を１１ミリリットル滴
下した。次に、図１３（Ｅ）に示すように、ビーカーの外側から冷却を行うことでこの溶
解液全体を０℃に保持しながら、回転速度５００ｒｐｍでさらに２時間攪拌した。
【０１１９】
　次に、図１３（Ｆ）に示すように、この溶解液内にホルマリン溶液（関東化学株式会社
製）を２．７ミリリットル添加した。さらに、図１３（Ｇ）に示すように、この溶解液内
に１０％炭酸ナトリウム溶液を２２ミリリットル滴下した。
　次に、図１３（Ｈ）に示すように、冷却を止めてこの溶解液全体を室温に戻し、同じ回
転速度でさらに攪拌した。この攪拌を一夜行うことにより、図１３（Ｉ）に示すように、
マイクロカプセルが水に分散されたマイクロカプセル分散液が得られた。このマイクロカ
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プセルのカプセル膜はゼラチンとアラビアゴムの１：１の混合物からなり、このカプセル
膜内に電気泳動分散液（白色のＴｉＯ２　粒子＋青色のドデシルベンゼン）が入っている
。
【０１２０】
次に、このマイクロカプセル分散液から、粒径が４０～６０μｍであるマイクロカプセル
を取り出した。前記範囲より粒径の大きいマイクロカプセルは篩で除去し、前記範囲より
粒径の小さいマイクロカプセルは分液ロートを用いた方法により除去した。
このようにして得られたマイクロカプセルと、信越化学工業（株）製のシリコーン系バイ
ンダー「ＰＯＬＯＮ－ＭＦ－４０」と、三井東圧化学（株）製のアクリル系バインダー「
Ｅ２７２」とを、乾燥後の最終重量比がマイクロカプセル：シリコーン系樹脂：アクリル
系樹脂＝１０：１：１になるように混合した。この混合物を、ＩＴＯからなる画素電極（
画素形状にパターニングされたＩＴＯ薄膜）が形成されたＰＥＴフィルムに１５０μｍの
膜厚となるように塗布し、９０℃で２０分間乾燥した。これにより、ＰＥＴフィルムの画
素電極が形成された面にマイクロカプセル５と結合材７とからなる層を形成した。
【０１２１】
次に、このＰＥＴフィルムの前記層の上に、ＩＴＯ薄膜が全面に形成されたＰＥＴフィル
ムを、ＩＴＯ薄膜側を前記層側に向けて重ね、ラミネータを通してラミネートした。これ
により、１画素分が図１に示す構造となっている電気泳動表示パネルを得た。ここで、ラ
ミネータによるラミネート条件を調整することにより、２枚のＰＥＴフィルムのＩＴＯ同
士の間隔がマイクロカプセルの最大直径より僅かに大きくなるようにし、パネルの厚さ方
向にマイクロカプセルが１個だけ配置されるようにした。
【０１２２】
このパネルを駆動回路に接続して駆動試験を行ったところ、表示画像保持時間は１月以上
であり、消去の際にも、白から青への色の変化が瞬時に生じ、斑も生じなかった。
〔実施例２〕
実施例１と同じ方法で得られたマイクロカプセル（ただし、カプセル膜の組成はゼラチン
：アラビヤゴム＝３：２）と、信越化学工業（株）製のシリコーン系バインダー「ＰＯＬ
ＯＮ－ＭＦ－４０」と、三井東圧化学（株）製のアクリル系バインダー「Ｅ２７２」とを
、乾燥後の最終重量比がマイクロカプセル：シリコーン系樹脂：アクリル系樹脂＝１０：
０．８：１．２になるように混合した。
【０１２３】
この混合物を、ＩＴＯからなる画素電極（画素形状にパターニングされたＩＴＯ薄膜）が
形成されたＰＥＴフィルムに１３０μｍの膜厚となるように塗布し、９０℃で２０分間乾
燥した。これにより、ＰＥＴフィルムの画素電極が形成された面にマイクロカプセル５と
結合材７とからなる層を形成した。
これ以降の工程は実施例１と同じ方法で行って、１画素分が図１に示す構造となっている
電気泳動表示パネル１０を得た。
【０１２４】
このパネルを駆動回路に接続して駆動試験を行ったところ、表示画像保持時間は１月以上
であり、消去の際にも、白から青への色の変化が瞬時に生じ、斑も生じなかった。
〔実施例３〕
電気泳動分散液を以下の方法で調製した以外は、実施例１と同じ方法で電気泳動表示パネ
ルを作製した。
【０１２５】
電気泳動分散液は以下の方法で調製した。先ず、石原産業（株）製のＴｉＯ2 粒子（電気
泳動粒子）「ＣＲ－９０」：５０ｇ、綜研化学（株）製の、黒色に着色されたアクリル樹
脂系粒子（電気泳動粒子）：５０ｇ、味の素（株）製のチタネート（チタン酸塩）系カッ
プリング剤「ＫＲ－ＴＴＳ」：２．３ｇ、味の素（株）製のアルミニウム系カップリング
材「ＡＬ－Ｍ」：１ｇ、関東化学（株）製のドデシルベンゼン（液相分散媒）：３００ｇ
を、５００ミリリットルのフラスコに入れ、超音波振動を加えて攪拌した。
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【０１２６】
これにより、白色のＴｉＯ2 粒子が負に帯電された状態で、黒色のアクリル樹脂系粒子が
正に帯電された状態で、ドデシルベンゼンに分散されている電気泳動分散液を得た。この
電気泳動分散液を、図１３（Ｂ）に示すように、ゼラチン粉末とアラビアゴム粉末の溶解
液内に、この溶解液を回転速度２５０ｒｐｍで攪拌しながら滴下した。
【０１２７】
これ以外の工程は実施例１と同じ方法で行って、１画素分が図４に示す構造となっている
電気泳動表示パネル１０Ａを得た。
このパネルを駆動回路に接続して駆動試験を行ったところ、表示画像保持時間は１月以上
であり、消去の際にも、白から黒への色の変化が瞬時に生じ、斑も生じなかった。
〔実施例４〕
以下の方法で電気泳動表示パネルを作製した。
【０１２８】
先ず、実施例１と同じ方法でマイクロカプセルを製造した。得られたマイクロカプセルと
、信越化学工業（株）製のシリコーン系バインダー「ＰＯＬＯＮ－ＭＦ－４０」とを、乾
燥後の最終重量比がマイクロカプセル：シリコーン系樹脂＝５：１になるように混合した
。この混合物からなるペーストを、ＩＴＯからなる画素電極（画素形状にパターニングさ
れたＩＴＯ薄膜）が形成されたＰＥＴフィルムに１５０μｍの膜厚となるように塗布し、
９０℃で３０分間保持した。
【０１２９】
これにより、ペースト塗膜から大部分の水分を除去させ、その上に、三井東圧化学（株）
製のアクリル系バインダー「Ｅ２７２」を所定の厚さ（乾燥後の厚さが１μｍとなる厚さ
）で塗布した後、９０℃で２０分間乾燥させた。これにより、ＰＥＴフィルムの画素電極
が形成された面に、マイクロカプセルとシリコーン系樹脂（第１の結合材）からなる層、
アクリル系樹脂（第２の結合材）からなる層がこの順に形成された。なお、マイクロカプ
セルとシリコーン系樹脂からなる層の上部にアクリル系バインダーを塗布した時に、アク
リル系バインダーが前記層のシリコーン系樹脂に拡散してもよい。
【０１３０】
次に、このＰＥＴフィルムのアクリル系樹脂からなる層の上に、ＩＴＯ薄膜が全面に形成
されたＰＥＴフィルムを、ＩＴＯ薄膜側を前記層側に向けて重ね、ラミネータを通してラ
ミネートした。これにより、１画素分が図７に示す構造となっている電気泳動表示パネル
１０Ｂを得た。ここで、ラミネータによるラミネート条件を調整することにより、一方の
ＰＥＴフィルムの画素電極と、他方のＰＥＴフィルムのアクリル系樹脂からなる層との間
隔が、マイクロカプセルの最大直径より僅かに大きくなるようにし、パネルの厚さ方向に
マイクロカプセルが１個だけ配置されるようにした。
【０１３１】
このパネルを駆動回路に接続して駆動試験を行ったところ、表示画像保持時間は１月以上
であり、消去の際にも、白から青への色の変化が瞬時に生じ、斑も生じなかった。
〔実施例５〕
マイクロカプセルの作製時にカプセル膜の組成がゼラチン：アラビヤゴム＝３：２になる
ようにした以外は、実施例４と同じ方法で、１画素分が図７に示す構造となっている電気
泳動表示パネル１０Ｂを得た。
【０１３２】
このパネルを駆動回路に接続して駆動試験を行ったところ、表示画像保持時間は１月以上
であり、消去の際にも、白から青への色の変化が瞬時に生じ、斑も生じなかった。
〔実施例６〕
電気泳動分散液を以下の方法で調製した以外は、実施例４と同じ方法で電気泳動表示パネ
ルを作製した。
【０１３３】
電気泳動分散液は以下の方法で調製した。先ず、石原産業（株）製のＴｉＯ2 粒子（電気
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泳動粒子）「ＣＲ－９０」：５０ｇ、綜研化学（株）製の、黒色に着色されたアクリル樹
脂系粒子（電気泳動粒子）：５０ｇ、味の素（株）製のチタネート（チタン酸塩）系カッ
プリング剤「ＫＲ－ＴＴＳ」：２．３ｇ、味の素（株）製のアルミニウム系カップリング
材「ＡＬ－Ｍ」：１ｇ、関東化学（株）製のドデシルベンゼン（液相分散媒）：３００ｇ
を、５００ミリリットルのフラスコに入れ、超音波振動を加えて攪拌した。
【０１３４】
これにより、白色のＴｉＯ2 粒子が負に帯電された状態で、黒色のアクリル樹脂系粒子が
正に帯電された状態で、ドデシルベンゼンに分散されている電気泳動分散液を得た。この
電気泳動分散液を、図１３（Ｂ）に示すように、ゼラチン粉末とアラビアゴム粉末の溶解
液内に、この溶解液を回転速度２５０ｒｐｍで攪拌しながら滴下した。
【０１３５】
これ以外の工程は実施例４と同じ方法で行って、１画素分が図１０に示す構造となってい
る電気泳動表示パネル１０Ｃを得た。
このパネルを駆動回路に接続して駆動試験を行ったところ、表示画像保持時間は１月以上
であり、消去の際にも、白から黒への色の変化が瞬時に生じ、斑も生じなかった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に相当する電気泳動表示パネルを示す一画素分の断面図。
【図２】第１実施形態の電気泳動表示装置による表示方法を説明する図。
【図３】本発明の第２実施形態に相当する電気泳動表示パネルを示す一画素分の断面図。
【図４】本発明の第３実施形態に相当する電気泳動表示パネルを示す一画素分の断面図。
【図５】第３実施形態の電気泳動表示装置による表示方法を説明する図。
【図６】本発明の第４実施形態に相当する電気泳動表示パネルを示す一画素分の断面図。
【図７】本発明の第５実施形態に相当する電気泳動表示パネルを示す一画素分の断面図。
【図８】第５実施形態の電気泳動表示装置による表示方法を説明する図。
【図９】本発明の第６実施形態に相当する電気泳動表示パネルを示す一画素分の断面図。
【図１０】本発明の第７実施形態に相当する電気泳動表示パネルを示す一画素分の断面図
。
【図１１】第７実施形態の電気泳動表示装置による表示方法を説明する図。
【図１２】本発明の第８実施形態に相当する電気泳動表示パネルを示す一画素分の断面図
。
【図１３】実施例で採用したマイクロカプセルの製造工程を示す説明図。
【図１４】本発明の電子機器の例である電子ペーパーの外観構成を示す斜視図。
【図１５】本発明の電子機器の例である電子ペーパーの書き換え／表示装置を示す断面図
（ａ）と平面図（ｂ）。
【図１６】本発明の電子機器の例である電子ノートの外観構成を示す斜視図。
【図１７】
本発明の電子機器の例である電子ブックの外観構成を示す斜視図。
【図１８】本発明の電子機器の例であるモバイル型パーソナルコンピュータの外観構成を
示す斜視図。
【図１９】本発明の電子機器の例である携帯電話の外観構成を示す斜視図。
【図２０】本発明の電子機器の例であるディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図。
【符号の説明】
　１…第１の基板，２…第２の基板，３…第１の電極（透明電極），４…第２の電極，５
…マイクロカプセル，６…電気泳動分散液，６ａ…電気泳動粒子，６ｂ…液相分散媒，６
０…電気泳動分散液，６１…電気泳動粒子，６２…電気泳動粒子，６３…液相分散媒，７
…結合材（部材），７１…第１の結合材（第１部材），７２…第２の結合材（第２部材）
，７１ａ…第１の層（第１部材），７２ａ…第２の層（第２部材），８…隔壁，１０…電
気泳動表示パネル（電気泳動装置），１０Ａ…電気泳動表示パネル（電気泳動装置），１
０Ｂ…電気泳動表示パネル（電気泳動装置），１０Ｃ…電気泳動表示パネル（電気泳動装
置），２０…駆動回路，２１…スイッチ，２２ａ…電圧源，２２ｂ…電圧源，２００…電
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子ペーパー（電子機器），２０１…本体，２０２…電子泳動表示パネル，２０５…端子部
，３００…電子ノート（電子機器），３０１…カバー，４００…電子ペーパーの書き換え
／表示装置，４０１…ハウジング，４０２ａ…搬送ローラ対，４０２ｂ…搬送ローラ対，
４０３…矩形孔，４０４…透明ガラス板，４０５…挿入口，４０７…ソケット，４０８…
コントローラー，４０９…操作部，５００…電子ブック（電子機器），５０１…本体，５
０２…カバー，５０３…表示部，５０４…操作部，６００…モバイル型パーソナルコンピ
ュータ（電子機器），６０１…キーボード，６０２…本体部，６０３…表示ユニット，７
００…携帯電話（電子機器），７０１…　操作ボタン，７０２…受話口，７０３…送話口
，７０４…表示パネル，８００…ディジタルスチルカメラ（電子機器），８０１…ケース
，８０２…表示パネル，８０３…受光ユニット，８０４…シャッタボタン，８０５…回路
基板，８０６…ビデオ信号出力端子，８０６Ａ…テレビモニタ，８０７…入出力端子，８
０７Ａ…パーソナルコンピュータ。
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